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令和５年６月30日　総務省消防庁　消防・救急課

　消防職員委員会は、消防職員からの意見を幅広く求めることにより、
消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務に職員の意見を
反映しやすくすることにより、職員の士気を高め、もって消防事務の
円滑な運営に資することを目的としています。

これまでの通知等を掲載した「消防職員委員会」
特設ページ（消防庁ホームページ内）はこちら →
URL（https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/syobosyokuin_iinkai/iinkai.html)

意見の提出はどのように行えばいいの？

意見取りまとめ者って？

意見を提出して不利益になることはある？

意見を提出した後の流れはどうなっているの？

一度審議された意見は、再提出できないの？
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委員会開催前に、事務局（委員会庶務を担当する部署）から全職員に対し、意見提出期間が示
されます。提出期間中に、意見を所定の様式により作成し、「意見取りまとめ者」を経由して
事務局へ提出してください。ただし、意見取りまとめ者を経由することに支障がある場合には、
直接事務局へ提出することもできます。なお、意見は記名で提出する必要がありますが、意見
取りまとめ者を経由する場合に限り、事務局への提出は匿名にすることができます。

意見取りまとめ者は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき、消防長
が指名します。意見取りまとめ者は、職員から提出された意見を取りまとめて事務局へ提出する
ほか、意見提出する際に事務局に対して補足説明をするなど、職員が意見を出しやすくなるため
に設置されています。なお、意見取りまとめ者が、意見を審議の対象とするか否か判断すること
はできません。

不利益になることがないよう、委員会審議に当たっては、意見提出者の氏名を明らかにしないこ
ととする取扱いが適当としているほか、意見取りまとめ者や事務局の職員は、意見提出者の氏名
及びその特定につながる情報を何人にも漏らさぬようにすることとしてます。
なお、消防長と委員長は、「職員が意見を提出しやすい環境づくり」「委員会の公正性の確保」「委
員会の透明性の確保」に努めなければならないこととされています。

意見提出者と意見取りまとめ者の双方に対し、会議を開く日までに、当該意見を審議の対象とす
るか否か（対象外とする場合は、その理由を含む）が通知され、委員会開催後は、審議結果と当該
結果に至った理由が通知されます。（意見取りまとめ者を経由して匿名で意見を提出した職員に
は、意見取りまとめ者からその内容が伝達されます。）
なお、職員全員に対しては、消防長に対する意見を含めた審議の概要が周知されます。

一度提出して審議された意見を次年度以降に再提出しても差し支えありません。例えば、委員会
審議において、「実施が適当」とされたが、消防長等によって未だ実施されない事項について、次
年度以降再度意見を提出し、委員会において消防長の処置結果を踏まえた審議を再度行うこと
もできます。

職員から意見の提出がなかったら、委員会は開催しなくていいの？Q６
委員会は、少なくとも毎年度前半（４月～９月）に１回は開催することを常例としています。意見
がなくても、円滑な運営を図るための検討や、事務局からの各種報告事項等を議題として開催す
ることとしています。

消防職員委員会　Ｑ＆Ａ
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委員会制度の運営をより一層円滑にするため、消防職員委員会の組織及び運営の基準
（平成８年消防庁告示第５号）が平成３０年９月６日に改正され、平成３１年４月１日
から運用されています。主な改正点は以下のとおりです。

○消防長と委員長は、「職員が意見を提出しやすい環境づくり」「委員会の公正性の確
保」「委員会の透明性の確保」に努めなければならないこととされました。
○全職員に対し、意見提出期間や会議の日時、場所等を周知することとされました。
○委員長の任期は１年とし、再任可能とされました。
○意見取りまとめ者を経由して意見を提出する場合、意見提出者の希望に応じ、匿名で
の意見提出が可能となりました。

改 正 内 容改 正 内 容

消防職員委員会の概要消防職員委員会の概要
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消　防　職　員

事務局

意見を述べる

予算要求・調整

消防職員委員会（毎年度前半に1回は開催）

消　防　長

委　員

委員長
※

※

• 組織区分ごとに当該組織区分に所属する職員の
  うちから消防長が指名（任期１年、原則２期まで再任可）
• 組織区分ごとに指名する委員の半数については、
  当該組織区分に所属する職員の推薦に基づき指名

消防長に準ずる職のうち市町村の規則で定める
ものにある消防職員のうちから消防長が指名
（任期１年　再任可）

意見取りまとめ者 ◦意見を取りまとめて提出
◦意見の補足説明
◦制度の運用に関する意見

※直接、事務局へ意見を提出することも可能

意見を提出した消防職員

意見を提出した職員の希望に
応じて記名・匿名が選択可能

記名で意見提出

匿名で意見提出

※直接、事務局へ意見を提出する
　場合は記名

• 会議の日までに提出意見を
  審議対象とするか否か（審議
  しない場合はその理由を含む）
  を通知
• 審議の結果及び当該結果に
  至った理由を通知

• 意見提出期間を十分に確保
• 職員全員に意見提出期間、
会議の日時・場所をあらか
じめ周知 
• 職員全員に審議概要を周知

※消防長及び委員長は、「職
員が意見を提出しやすい
環境づくり」「委員会の公
正性の確保」「委員会の透
明性の確保」に努めなけ
ればならない

・ 意見の趣旨を尊重して処置するよう努める
・ 委員会の消防長に対する意見及び消防長の
処置の結果の要旨を職員に周知

・実施することが適当である
・現行どおりでよい　　　等｛ ｝

タイプA

意見提出ができる項目

消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること

消防職員の職務遂行上必要な被服及び装備品に関すること

消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること

 勤務条件等に関すること
・仮眠室の個室化　・アルコールチェッカーの導入
・資格取得の助成 　・夏季休暇の取得期間の変更

・火災調査服の導入　　　・半袖活動服やポロシャツの導入
・電子ホイッスルの導入　・腋下冷却可能なベストの導入

・指令スピーカーの増設　・乾燥機の設置　・除雪機の導入 　
・カプセルベッドの設置　・ボンベ充填用エアコンプレッサーの増設
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○以下の①～③の項目に該当するものであれば、幅広く意見を提出できます。
○提出した意見については、制度の趣旨に照らし、できるだけ広く審議事項と
　することとされ、審議しない場合には、意見提出者に理由が示されます。

1 3

・賃金その他給与、労働時間、休憩、休日及び休暇
・昇任及び懲戒等の基準
・労働に関する安全、衛生及び災害補償
・職場環境、レクリエーション等

例

・制服、制帽、活動服、防火衣、保安帽等
・空気呼吸器、携帯無線機等

例

・消防庁舎、訓練施設、防火水槽、消火栓等
・消防車両、消防資機材等

例

消防職員委員会は、消防組織法第 17条に基づく制度です。
皆さんの意見で、働きやすい職場をつくっていきましょう。

令和４年度は、全国 723 消防本部全てで開催され、4,690 件の意見について審議さ
れました。また、令和３年度において審議された意見 4,782 件のうち、861 件が既
に実施されています。これまでに実施に至った主な意見は、以下のとおりです。

 被服及び装備品に関すること

 消防の用に供する設備、機械器具等に関すること
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